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特
許
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
一
〕

〔
最
終
改
正　

令
和
三
年
五
月
二
一
日
法
律
第
四
二
号
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
発
明
の
保
護
及
び

利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、発
明
を
奨
励
し
、

も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で「
発
明
」と
は
、
自
然

法
則
を
利
用
し
た
技
術
的
思
想
の
創
作
の

う
ち
高
度
の
も
の
を
い
う
。

　

実
用
新
案
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
三
〕

〔
最
終
改
正　

令
和
三
年
五
月
二
一
日
法
律
第
四
二
号
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、物
品
の
形
状
、構
造

又
は
組
合
せ
に
係
る
考
案
の
保
護
及
び
利

用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
考
案
を
奨

励
し
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で「
考
案
」と
は
、
自
然

法
則
を
利
用
し
た
技
術
的
思
想
の
創
作
を

い
う
。

　

意
匠
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
五
〕

〔
最
終
改
正　

令
和
三
年
五
月
二
一
日
法
律
第
四
二
号
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
意
匠
の
保
護
及
び

利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
意
匠
の
創
作

を
奨
励
し
、
も
つ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で「
意
匠
」と
は
、
物
品

（
物
品
の
部
分
を
含
む
。以
下
同
じ
。）の
形

状
、
模
様
若
し
く
は
色
彩
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
結
合
（
以
下
「
形
状
等
」
と
い
う
。）、

建
築
物
（
建
築
物
の
部
分
を
含
む
。以
下

同
じ
。）
の
形
状
等
又
は
画
像
（
機
器
の
操

作
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
又
は
機
器
が

そ
の
機
能
を
発
揮
し
た
結
果
と
し
て
表

示
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
画
像
の
部
分
を

含
む
。次
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
二

項
、第
三
十
八
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、第

四
十
四
条
の
三
第
二
項
第
六
号
並
び
に
第

五
十
五
条
第
二
項
第
六
号
を
除
き
、
以
下

同
じ
。）で
あ
つ
て
、
視
覚
を
通
じ
て
美
感

を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

　

商
標
法

〔
昭
和
三
四
年
四
月
一
三
日
法
律
一
二
七
〕

〔
最
終
改
正　

令
和
三
年
五
月
二
一
日
法
律
第
四
二
号
〕

　

第
一
章　

総　

則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
商
標
を
保
護
す
る

こ
と
に
よ
り
、
商
標
の
使
用
を
す
る
者
の

業
務
上
の
信
用
の
維
持
を
図
り
、
も
つ
て

産
業
の
発
達
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
需
要

者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
定
義
等
）

第
二
条　

こ
の
法
律
で「
商
標
」と
は
、
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
の
う
ち
、文
字
、図
形
、記
号
、立
体

的
形
状
若
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結

合
、音
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の（
以
下

「
標
章
」と
い
う
。）で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。

　

一　

業
と
し
て
商
品
を
生
産
し
、
証
明
し
、

又
は
譲
渡
す
る
者
が
そ
の
商
品
に
つ
い

て
使
用
を
す
る
も
の

　

二　

業
と
し
て
役
務
を
提
供
し
、
又
は
証

明
す
る
者
が
そ
の
役
務
に
つ
い
て
使
用

を
す
る
も
の（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

特
許
法
第
一
条

実
用
新
案
法
第
一
条

意
匠
法
第
一
条

商
標
法
第
一
条


